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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物を運搬する運搬車両に搭載され、第１識別情報が格納された車載器と、
　廃棄物の排出場所及び廃棄物の処理場に配置され、運搬車両の車載器と無線通信を行っ
て第１識別情報を取得し、取得した第１識別情報を変換して第２識別情報を生成する路側
装置と、
　路側装置とネットワークを通じて接続され、車載器に格納された第１識別情報が変換さ
れてなる第２識別情報に、運搬車両に関する車両情報と、廃棄物の排出場所に関する排出
場所情報と、廃棄物の内容に関する廃棄物情報と、廃棄物の排出場所及び廃棄物の処理場
への入出場の日時に関する日時情報と、廃棄物が処理される処理場に関する処理場情報と
を関連付けて格納するデータベースを有するセンターサーバと、
　上記路側装置が車載器から受信した第１識別情報を変換してなる第２識別情報と、上記
センターサーバのデータベースに格納された第２識別情報とを照合して上記車載器の認証
を行う認証部と、
　上記路側装置が運搬車両の車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情
報に基づく認証結果と、上記車両情報と、上記排出場所情報と、上記廃棄物情報と、上記
日時情報と、上記処理場情報のうちの少なくとも１つに応じて、廃棄物の排出場所及び／
又は廃棄物の処理場における運搬車両の進行を制御する進行制御装置と
を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記センターサーバのデータベースは、廃棄物の重量に関する重量情報と、廃棄物が処
理される処理場に関する処理場情報と、廃棄物の排出業者に関する排出業者情報と、廃棄
物の処理業者に関する処理業者情報と、廃棄物の運搬業者に関する運搬業者情報とが上記
第２識別情報に関連付けて格納され、
　上記センターサーバのデータベースに格納された情報に基づいて、所定の運搬車両によ
る廃棄物の運搬に関連して、上記排出場所情報と、上記廃棄物情報と、上記日時情報と、
上記重量情報と、上記処理場情報と、上記排出業者情報と、上記処理業者情報と、上記運
搬業者情報を含むマニフェスト情報を生成するマニフェスト情報生成部を有することを特
徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記路側装置が上記車載器と最初に通信を行った際に車載器から受信したワイヤレスコ
ールナンバを、上記車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情報と関連
付けてセンターサーバに格納する副登録部と、
　上記車載器から受信したワイヤレスコールナンバを用いて認証を行う副認証部と
を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記センターサーバのデータベースに車両情報が登録されていない未登録の運搬車両に
関し、この運搬車両の車載器から路側装置が取得した第１識別情報を、この運搬車両の車
両情報と共に、車載器の登録情報を管理する管理サーバに送信して管理サーバの登録情報
との照合を依頼し、照合結果が肯定的である場合に、上記未登録の運搬車両の情報をセン
ターサーバのデータベースに格納させる登録部を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理
システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記認証部による認証結果が否定的である場合、上記路側装置が上記車載器から取得し
た第１識別情報を変換してなる第２識別情報、車両情報、及び、上記車載器から受信した
ワイヤレスコールナンバのうちの少なくとも１つを識別情報として、上記車載器を搭載す
る運搬車両の情報を関連付けてセンターサーバのデータベースに登録する簡易登録部を備
えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項６】
　請求項２又は５に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記センターサーバに格納されていた第２識別情報を、上記車載器から取得した第１識
別情報を変換してなる第２識別情報に書き換えて修正する第２識別情報修正部を備えるこ
とを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入又は退出する運搬車両のナンバープレ
ートを撮影する撮影装置と、
　上記撮影装置で撮影されたナンバープレートの画像から抽出された車両情報と、上記セ
ンターサーバのデータベースに登録された車両情報とを照合する撮影情報照合部とを備え
ることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入又は退出する運搬車両の積荷部分を撮
影する撮影装置を備え、
　上記センターサーバのデータベースに、上記撮影装置で撮影された積荷部分の画像から
把握される積荷の状況に関する積荷情報が、上記運搬車両の第２識別情報に関連付けられ
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て格納されることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記運搬車両に搭載され、現在位置を測定すると共に、測定された位置に関する測位情
報を送信する測位端末装置と、
　上記測位端末装置から送信された測位情報を受信する測位情報受信装置と、
　上記測位情報受信装置で受信された測位情報に基づいて検出された上記運搬車両の現在
位置が、上記運搬車両が運搬する廃棄物に対応して予め定められた運搬経路から外れてい
るときに、警告情報を出力する警告装置と
を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記運搬車両が運搬する廃棄物に対応して予め定められた運搬経路に関する交通情報を
収集する交通情報収集部と、
　上記交通情報収集部が収集した交通情報の内容に応じて、上記運搬車両に、走行経路の
変更を指示する経路変更指示部を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に到着した運搬車両に
関して、上記センターサーバのデータベースから抽出された車両情報が、上記排出場所又
は処理場への入場許可が予め登録された車両情報と一致する場合に、上記運搬車両の上記
廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場への進入を許可することを特徴とする廃棄物運搬管
理システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースから抽出された排出場所情報が、上記処理場に対応して予め登録さ
れた排出場所と一致する場合に、上記運搬車両の上記廃棄物の処理場への進入を許可する
ことを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１３】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記認証部による車載器の認証結果と、この認証結果に関して上記車載器と無線通信が
行われた位置の情報とに基づいて、上記車載器が搭載された運搬車両の走行経路の履歴を
表す経路履歴情報を記録する経路履歴記録部を備え、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の排出場所又は処理場に到着した運搬車両に関して、
上記経路履歴記録部に記録された経路履歴情報が、上記排出場所又は処理場に対応して予
め定められた走行経路と一致する場合に、上記運搬車両の上記廃棄物の排出場所又は処理
場への進入又は退出を許可することを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１４】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースから抽出された日時情報に基づいて算出された運搬経過時間が、基
準の時間範囲から外れる場合に、上記運搬車両を係員に誘導することを特徴とする廃棄物
運搬管理システム。
【請求項１５】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記廃棄物の排出場所及び処理場に配置され、廃棄物を積載した運搬車両の重量を計測
する重量計測装置を備え、
　上記センターサーバのデータベースは、上記重量計測装置によって計測された廃棄物及
び運搬車両の重量に関する重量情報を、上記第２識別情報に関連付けて格納する重量情報
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格納領域を有し、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースの重量情報格納領域に格納された重量情報が運搬の前後の間で実質
的に一致し、かつ、上記センターサーバのデータベースに格納された廃棄物情報が運搬の
前後の間で実質的に一致する場合に、上記運搬車両の上記処理場への進入を許可すること
を特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１６】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記廃棄物の処理場は、複数の種類の廃棄物に夫々対応して処理を行う複数の処理領域
を有し、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースに格納された廃棄物情報に対応する処理を行う処理領域へ、上記運
搬車両を誘導することを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースに格納された日時情報に基づいて算出された運搬経過時間に対応す
る処理を行う処理領域へ、上記運搬車両を誘導することを特徴とする廃棄物運搬管理シス
テム。
【請求項１８】
　請求項１に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記センターサーバのデータベースに、廃棄物の重量に関する重量情報と、廃棄物の排
出業者に関する排出業者情報と、廃棄物の運搬業者に関する運搬業者情報と、廃棄物を運
搬する運搬車両の走行経路の履歴を表す経路履歴情報とが上記第２識別情報に関連付けて
格納され、
　上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入した運搬車両に関し、上記認証部によ
る認証結果と、上記センターサーバのデータベースに格納された車両情報と、排出場所情
報と、廃棄物情報と、日時情報と、上記重量情報と、上記排出業者情報と、上記運搬業者
情報と、上記経路履歴情報とのうちの少なくとも一つを表示する情報端末を備えることを
特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記情報端末は、上記廃棄物情報に対応する積載物情報の修正入力、上記車両情報の修
正入力、上記車載器を搭載する運搬車両の簡易登録を指示する入力、及び、上記第２識別
情報の修正を指示する入力のうちの少なくとも１つを入力する入力部を有することを特徴
とする廃棄物運搬管理システム。
【請求項２０】
　請求項２に記載の廃棄物運搬管理システムにおいて、
　上記廃棄物の排出場所又は処理場は、工程の進行に伴って廃棄物が排出又は処理される
工事現場を含み、
　上記工事現場の工程の進捗に関する進捗情報を取得する進捗情報取得部と、
　上記工事現場から上記運搬車両が搬出した廃棄物又は処理場で処理された廃棄物に関し
て上記センターサーバのデータベースに格納された廃棄物情報及び重量情報と、上記進捗
情報取得部が取得した進捗情報とを照合する進捗情報照合部とを備えることを特徴とする
廃棄物運搬管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、産業廃棄物として例えば工事現場で発生する掘削土を処理場へ運搬する運搬
車両の管理に用いられる廃棄物運搬管理システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　事業活動に伴って生成される産業廃棄物は、例えば廃棄物の種類に応じて脱水や中和や
焼却等の中間処理が施された後、埋立てによる最終処分に付される。排出業者が排出した
産業廃棄物は、収集運搬業者によって中間処理業者に運搬され、中間処理業者が処理を行
った後、収集運搬業者によって最終処分場に運搬される。排出業者は、排出した産業廃棄
物が確実に処理され、最終処分が施されたことを管理する義務があり、この管理を行うた
めに、廃棄物管理票を発行することが行われている。
【０００３】
　廃棄物管理票は、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、中間処分業者名、及び、
最終処分業者名等が記入された複数の紙の書類であり、排出業者から収集運搬業者へ産業
廃棄物と共に渡された後、中間処理業者に受け取られる。中間処理業者による処理が完了
すると、廃棄物管理票に処理が完了した旨の記載がされて収集運搬業者と排出業者に返却
される。廃棄物管理票の残部は、中間処理が行われた廃棄物と共に、中間処理業者から収
集運搬業者に渡された後、最終処分業者に受け取られる。産業廃棄物の最終処分が完了す
ると、廃棄物管理票の残部に含まれる返信用の書類に、処理が完了した旨の記載がされて
、収集運搬業者と排出業者に返却される。このようにして、廃棄物管理票により、産業廃
棄物に対して運搬、中間処理、及び、最終処分が行われたことを事後的に確認できるよう
にして、産業廃棄物の適切な処理が確実に行われるようにしている。
【０００４】
　しかしながら、廃棄物管理票は、紙の書類で作成されるため、改ざんや偽造が容易であ
り、その結果、産業廃棄物の不適切な処理による環境汚染が生じる不都合や、不法投棄が
行われる不都合を招く場合がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１に示すように、廃棄物の処理に関する情報を電子的に受け渡すこと
により、改ざんや不正発行を防止する輸送管理システムが提案されている。この廃棄物の
輸送管理システムは、産業廃棄物を収容する容器と運搬車両にＩＣタグを夫々貼り付け、
容器のＩＣタグに、容器に収容した物品名、重量、行先コード、発生場地名コード等を書
き込むと共に、運搬車両のＩＣタグに車両番号を書き込んでいる。産業廃棄物の発生場と
処理場と保管場の出入口には、運搬車両用のゲートと、ＩＣタグリーダ／ライタと、車用
重量計を設けている。産業廃棄物を積載した運搬車両が産業廃棄物の発生場を出る際、出
口のＩＣタグリーダ／ライタで容器のＩＣタグと運搬車両のＩＣタグを読み取って廃棄物
の種類と行き先と車両番号を検出すると共に、車用重量計で運搬車両の重量を計測する。
これらＩＣタグから読み出した情報と運搬車両の重量の情報を、ネットワークを介して産
廃管理サーバに保存する。運搬車両が処理場に到着すると、入口のＩＣタグリーダ／ライ
タで容器と運搬車両のＩＣタグを読み取ると共に、車用重量計で車両の重量を計測する。
処理場で検出した情報及び計測重量が、発生場で検出した情報及び計測重量と一致してお
り、かつ、積載された廃棄物の行先が当該処理場である場合、途中で不法投棄をせずに処
理場に到着したと判定し、ゲートを開けて車両を入場させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２２３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の廃棄物の輸送管理システムは、情報を格納するＩＣタグを産
業廃棄物の容器と運搬車両に貼り付けるので、これらのＩＣタグが着脱可能である。した
がって、ＩＣタグの取替えによる運搬車両の成りすましや、情報の不正な書き換え等が行
われやすく、廃棄物の不正な処理が行われる可能性がある。したがって、廃棄物の運搬及
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び処理に関して厳格な管理を行いにくいという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、廃棄物の運搬及び処理に関して厳格な管理を効率的に行うこ
とができる廃棄物運搬管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の廃棄物運搬管理システムは、廃棄物を運搬する運搬
車両に搭載され、第１識別情報が格納された車載器と、
　廃棄物の排出場所及び廃棄物の処理場に配置され、運搬車両の車載器と無線通信を行っ
て第１識別情報を取得し、取得した第１識別情報を変換して第２識別情報を生成する路側
装置と、
　路側装置とネットワークを通じて接続され、車載器に格納された第１識別情報が変換さ
れてなる第２識別情報に、運搬車両に関する車両情報と、廃棄物の排出場所に関する排出
場所情報と、廃棄物の内容に関する廃棄物情報と、廃棄物の排出場所及び廃棄物の処理場
への入出場の日時に関する日時情報と、廃棄物が処理される処理場に関する処理場情報と
を関連付けて格納するデータベースを有するセンターサーバと、
　上記路側装置が車載器から受信した第１識別情報を変換してなる第２識別情報と、上記
センターサーバのデータベースに格納された第２識別情報とを照合して上記車載器の認証
を行う認証部と、
　上記路側装置が運搬車両の車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情
報に基づく認証結果と、上記車両情報と、上記排出場所情報と、上記廃棄物情報と、上記
日時情報と、上記処理場情報のうちの少なくとも１つに応じて、廃棄物の排出場所及び／
又は廃棄物の処理場における運搬車両の進行を制御する進行制御装置と
を備えることを特徴としている。
【００１０】
　上記構成によれば、路側装置により、廃棄物の運搬車両に搭載された車載器と無線通信
が行われて第１識別情報が取得され、この第１識別情報が変換されて第２識別情報が生成
される。この第２識別情報に、運搬車両に関する車両情報と、廃棄物の排出場所に関する
排出場所情報と、廃棄物の内容に関する廃棄物情報と、廃棄物の排出場所及び廃棄物の処
理場への入出場の日時に関する日時情報と、廃棄物が処理される処理場に関する処理場情
報とが関連付けられて、センターサーバのデータベースに格納される。認証部により、上
記路側装置が車載器から受信した第１識別情報を変換してなる第２識別情報と、上記セン
ターサーバのデータベースに格納された第２識別情報とが照合されて、上記車載器の認証
が行われる。上記路側装置が運搬車両の車載器から取得した第１識別情報を変換してなる
第２識別情報に基づく認証結果と、上記車両情報と、上記排出場所情報と、上記廃棄物情
報と、上記日時情報と、上記処理場情報のうちの少なくとも１つに応じて、進行制御装置
により、廃棄物の排出場所及び／又は廃棄物の処理場における運搬車両の進行が制御され
る。このように、運搬車両を、車載器から取得された識別情報に基づいて認証するので、
運搬車両に貼り付けたＩＣタグの情報に基づいて認証を行う従来の輸送管理システムと比
較して、運搬車両の成りすましを効果的に防止できる。また、車両情報と排出場所情報と
廃棄物情報と処理場情報を、センターサーバのデータベースに格納するので、廃棄物の容
器や運搬車両に貼り付けたＩＣタグに情報を格納する従来の輸送管理システムと比較して
、情報の不正な書き換えを効果的に防止でき、したがって、廃棄物の不正な処理を効果的
に防止できる。
【００１１】
　また、上記路側装置とセンターサーバの間で、車載器から取得した第１識別情報が変換
されてなる第２識別情報を送受信するので、第１識別情報の外部への漏洩を防止でき、し
たがって、第１識別情報を用いたサービスへの影響を防止できる。
【００１２】
　ここで、車載器とは、車両に搭載され、車両に対応付けられて一意的に付与された識別
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情報が格納され、無線通信によって識別情報を送信する機能を有する機器をいい、例えば
、ＤＳＲＣ方式の双方向無線通信（以下「ＤＳＲＣ通信」という。）によって有料道路の
通行料金を自動収受するＥＴＣ（Electronic Toll Collection system：料金自動収受シ
ステム、登録商標）車載器を利用することができる。
【００１３】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記センターサーバのデータベースは、廃棄
物の重量に関する重量情報と、廃棄物が処理される処理場に関する処理場情報と、廃棄物
の排出業者に関する排出業者情報と、廃棄物の処理業者に関する処理業者情報と、廃棄物
の運搬業者に関する運搬業者情報とが上記第２識別情報に関連付けて格納され、
　上記センターサーバのデータベースに格納された情報に基づいて、所定の運搬車両によ
る廃棄物の運搬に関連して、上記排出場所情報と、上記廃棄物情報と、上記日時情報と、
上記重量情報と、上記処理場情報と、上記排出業者情報と、上記処理業者情報と、上記運
搬業者情報を含むマニフェスト情報を生成するマニフェスト情報生成部を有する。
【００１４】
　上記実施形態によれば、センターサーバのデータベースに、廃棄物の重量に関する重量
情報と、廃棄物が処理される処理場に関する処理場情報と、廃棄物の排出業者に関する排
出業者情報と、廃棄物の処理業者に関する処理業者情報と、廃棄物の運搬業者に関する運
搬業者情報とが、運搬車両の車載器に対応する第２識別情報に関連付けられて格納される
。このデータベースに格納された情報に基づいて、所定の運搬車両による廃棄物の運搬に
関連する上記排出場所情報と、上記廃棄物情報と、上記重量情報と、上記日時情報と、上
記処理場情報と、上記排出業者情報と、上記処理業者情報と、上記運搬業者情報を含むマ
ニフェスト情報が、マニフェスト情報生成部によって生成される。このように、運搬車両
による廃棄物の運搬が行われるに伴い、センターサーバのデータベースに格納された情報
に基づいて、マニフェスト情報生成部によってマニフェスト情報を自動的に生成すること
ができるので、例えば排出場所情報や廃棄物情報を手動で媒体に書き込む場合と比較して
、情報の改ざんの機会を少なくでき、その結果、信頼性の高いマニフェスト情報を得るこ
とができる。
【００１５】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記路側装置が上記車載器と最初に通信を行
った際に車載器から受信したワイヤレスコールナンバを、上記車載器から取得した第１識
別情報を変換してなる第２識別情報と関連付けてセンターサーバに格納する副登録部と、
　上記車載器から受信したワイヤレスコールナンバを用いて認証を行う副認証部と
を備える。
【００１６】
　上記実施形態によれば、路側装置が車載器と最初に通信を行った際に車載器から受信し
たワイヤレスコールナンバを、副登録部により、上記車載器から取得した第１識別情報を
変換してなる第２識別情報と関連付けてセンターサーバに格納する。副認証部により、路
側装置が車載器と無線通信を行う際に車載器から取得したワイヤレスコールナンバを用い
て、車載器の認証を行う。すなわち、路側装置が車載器から取得したワイヤレスコールナ
ンバと、副登録部によりセンターサーバのデータベースに格納されたワイヤレスコールナ
ンバとを副認証部が照合して車載器の認証を行う。副認証部による車載器の認証を、第２
識別情報を用いた認証部による認証と併用することにより、確実かつ厳正に車載器の認証
を行うことができる。また、副認証部によってワイヤレスコールナンバを用いて車載器の
認証を行うことにより、路側装置が第２識別情報を生成できない場合や、センターサーバ
のデータベースに格納された第２識別情報に誤りがある場合等に、第２識別情報で認証が
行うことができなくても、副認証部によって車載器の認証を行うことができる。したがっ
て、車載器の認証を安定して行うことができ、その結果、安定性の高い廃棄物運搬管理シ
ステムが得られる。
【００１７】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記センターサーバのデータベースに車両情
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報が登録されていない未登録の運搬車両に関し、この運搬車両の車載器から路側装置が取
得した第１識別情報を、この運搬車両の車両情報と共に、車載器の登録情報を管理する管
理サーバに送信して管理サーバの登録情報との照合を依頼し、照合結果が肯定的である場
合に、上記未登録の運搬車両の情報をセンターサーバのデータベースに格納させる登録部
を備える。
【００１８】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に未登録の運搬車両が到
来した場合、この車載器から路側装置によって取得された第１識別情報が、登録部により
、運搬車両の車両情報と共に管理サーバに送信されて管理サーバの登録情報との照合が依
頼され、照合結果が肯定的である場合に、上記未登録の運搬車両の情報がセンターサーバ
のデータベースに格納される。したがって、未登録の運搬車両であっても、廃棄物の排出
場所又は廃棄物の処理場に到来して路側装置と通信を行えば、迅速にデータベースに登録
して廃棄物の運搬を開始させることができる。
【００１９】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記認証部による認証結果が否定的である場
合、上記路側装置が上記車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情報、
車両情報、及び、上記車載器から受信したワイヤレスコールナンバのうちの少なくとも１
つを識別情報として、上記車載器を搭載する運搬車両の情報を関連付けてセンターサーバ
のデータベースに登録する簡易登録部を備える。
【００２０】
　上記実施形態によれば、例えば車載器が未登録であることや、登録済みであるもののデ
ータベースに格納された第２識別情報が誤りであること等に起因して、認証部による認証
結果が否定的となった場合、路側装置が車載器から取得した第１識別情報を変換してなる
第２識別情報、車両情報、及び、上記車載器から受信したワイヤレスコールナンバのうち
の少なくとも１つを識別情報として、簡易登録部により、上記車載器を搭載する運搬車両
の情報を関連付けてセンターサーバのデータベースに登録することができる。したがって
、車載器の登録時に誤った第２識別情報が登録されてしまった場合や、車載器の登録が行
われていない場合に、迅速に運搬車両の登録を行って廃棄物の運搬を行わせることができ
る。
【００２１】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記センターサーバに格納されていた第２識
別情報を、上記車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情報に書き換え
て修正する第２識別情報修正部を備えることを特徴とする廃棄物運搬管理システム。
【００２２】
　上記実施形態によれば、センターサーバのデータベースに格納された第２識別情報が誤
りであっても、第２識別情報修正部により、現実の車載器から取得した第１識別情報を変
換してなる真正の第２識別情報に書き換えて修正することができる。
【００２３】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に
進入又は退出する運搬車両のナンバープレートを撮影する撮影装置と、
　上記撮影装置で撮影されたナンバープレートの画像から抽出された車両情報と、上記セ
ンターサーバのデータベースに登録された車両情報とを照合する撮影情報照合部とを備え
る。
【００２４】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入又は退出する運搬
車両のナンバープレートが撮影装置によって撮影され、この撮影装置で撮影されたナンバ
ープレートの画像から抽出された車両情報と、センターサーバのデータベースに登録され
た車両情報とが、撮影情報照合部によって照合される。このように、車載器から取得した
識別情報に基づく認証に加えて、ナンバープレートに記載された車両情報に基づいて運搬
車両を認証するので、高い精度で運搬車両を識別でき、したがって、運搬車両の不正な入
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場や退場を防止できる。
【００２５】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に
進入又は退出する運搬車両の積荷部分を撮影する撮影装置を備え、
　上記センターサーバのデータベースに、上記撮影装置で撮影された積荷部分の画像から
把握される積荷の状況に関する積荷情報が、上記運搬車両の第２識別情報に関連付けられ
て格納される。
【００２６】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入又は退出する運搬
車両の積荷部分が、撮影装置によって撮影される。例えば、運搬車両がダンプトラックで
ある場合、ダンプトラックの積荷部分である荷台が撮影装置で撮影される。撮影装置によ
って撮影されたダンプトラックの荷台の撮影画像に基づいて、この荷台に積載された廃棄
物の種類及び状態が把握される。例えば、荷台に積載された廃棄物が、土、コンクリート
ガラ、砂利及び石のいずれかであるかが把握される。また、例えば廃棄物の処理場の出口
で撮影された撮影画像に基づいて、荷台が空であることが確認されると、確実に廃棄物が
荷降しされたことが把握される。一方、上記運搬車両がタンク車である場合、タンク車の
積荷部分であるタンク部分が、撮影装置で撮影される。したがって、撮影画像がタンク部
分であれば、この運搬車両が搬送する廃棄物は、例えば泥のような高水分量の廃棄物であ
ることが把握される。このように、撮影装置で撮影された積荷部分の画像から把握される
例えば積荷の種類や、積荷としての土の水分量や、積荷の形態に関する情報が、積荷情報
として、第２識別情報に関連付けられて、センターサーバのデータベースに格納される。
データベースに積荷情報を格納することにより、廃棄物を積載したときの運搬車両の積荷
の状況を、事後的に確認することができる。また、データベースに格納された積荷情報を
分析することにより、廃棄物の積載場所や、荷降し場所を、事後的に確認することができ
る。
【００２７】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、
　上記運搬車両に搭載され、現在位置を測定すると共に、測定された位置に関する測位情
報を送信する測位端末装置と、
　上記測位端末装置から送信された測位情報を受信する測位情報受信装置と、
　上記測位情報受信装置で受信された測位情報に基づいて検出された上記運搬車両の現在
位置が、上記運搬車両が運搬する廃棄物に対応して予め定められた運搬経路から外れてい
るときに、警告情報を出力する警告装置と
を備える。
【００２８】
　上記実施形態によれば、運搬車両に搭載された測位端末装置により、上記運搬車両の現
在位置が測定されると共に、測定された位置に関する測位情報が送信される。上記測位端
末装置は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System；全地球測位システム）機能を有
する携帯情報端末で構成することができる。測位情報受信装置により、測位端末装置から
送信された測位情報が受信され、この測位情報により、運搬車両の現在位置が検出される
。この運搬車両の現在位置が、上記運搬車両が運搬する廃棄物に対応して予め定められた
運搬経路から外れているときに、警告装置によって警告情報が出力される。したがって、
例えば道路交通への影響や、道路の周辺住民への影響等を考慮して予め定められた運搬経
路を、運搬車両が通行しているか否かをリアルタイムで監視できる。さらに、運搬車両が
、予め定められた運搬経路から外れた場合には、警告情報を運搬車両に直接又は間接に伝
達して警告を行うことにより、運搬車両を正規の運搬経路へ迅速に戻すことができる。
【００２９】
　ここで、上記測位情報受信装置及び警告装置をセンターサーバに設置し、警告装置から
出力された警告情報をセンターサーバから運搬車両へ送信する機能を付加するのが好まし
い。この場合、運搬車両に搭載された測位端末装置に、上記警告装置から送信された警告
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情報を受信する警告情報受信部と、警告情報受信部が警告情報を受信するに伴って、光や
文字や音等を発して運搬車両の運転者に警告を行う警告実行部とを設置するのが好ましい
。上記警告情報発信部と警告実行部が設けられた測位端末装置は、ＧＰＳ機能を有する携
帯情報端末で構成することができる。
【００３０】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記運搬車両が運搬する廃棄物に対応して予
め定められた運搬経路に関する交通情報を収集する交通情報収集部と、
　上記交通情報収集部が収集した交通情報の内容に応じて、上記運搬車両に、走行経路の
変更を指示する経路変更指示部を備える。
【００３１】
　上記実施形態によれば、交通情報収集部により、運搬車両が運搬する廃棄物に基づいて
予め定められた運搬経路に関し、例えば交通量や速度制限の変更や事故の発生等の交通情
報が収集される。収集された交通情報の内容に応じて、運搬車両に、経路変更指示部によ
って走行経路の変更が指示される。例えば、事故が発生した場合、事故の発生場所を迂回
する走行経路に変更される。したがって、運搬車両の走行経路を交通状況に応じて柔軟に
変更することができ、交通状況に起因して廃棄物の運搬時間が長くなる不都合を防止でき
る。
【００３２】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記進行制御装置は、上記廃棄物の排出場所
又は廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センターサーバのデータベースか
ら抽出された車両情報が、上記排出場所又は処理場への入場許可が予め登録された車両情
報と一致する場合に、上記運搬車両の上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場への進入
を許可する。
【００３３】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所又は処理場に到着した運搬車両に関して、路
側装置によって生成された第２識別情報に基づいてセンターサーバのデータベースから抽
出された車両情報が、上記排出場所又は処理場への入場許可が予め登録された車両情報に
一致する場合に、進行制御装置によって運搬車両は登録済みであると認識され、この運搬
車両の排出場所又は処理場への進入が許可される。ここで、車両情報には、運搬車両の車
検証に記載される情報や、車種や、運搬車両の所属等が該当する。上記進行制御装置によ
り、予め登録された運搬車両を確実かつ迅速に排出場所又は処理場へ入場させることがで
きる。ここで、進行制御装置による進入の許可は、ゲート装置の開動作や信号機の点灯等
によって運搬車両へ伝えることができる。
【００３４】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に
到着した運搬車両に関して、上記センターサーバのデータベースから抽出された排出場所
情報が、上記処理場に対応して予め登録された排出場所と一致する場合に、上記運搬車両
の上記廃棄物の処理場への進入を許可する。
【００３５】
　上記実施形態によれば、廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、路側装置によっ
て生成された第２識別情報に基づいてセンターサーバのデータベースから抽出された排出
場所情報が、上記処理場に対応して予め登録された排出場所と一致する場合に、進行制御
装置により、上記運搬車両は正規の排出場所から排出された廃棄物を運搬してきたものと
認識され、この運搬車両の処理場への進入が許可される。ここで、進行制御装置による進
入の許可は、ゲート装置の開動作や信号機の点灯等によって運搬車両へ伝えることができ
る。
【００３６】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記認証部による車載器の認証結果と、この
認証結果に関して上記車載器と無線通信が行われた位置の情報とに基づいて、上記車載器
が搭載された運搬車両の走行経路の履歴を表す経路履歴情報を記録する経路履歴記録部を
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備え、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の排出場所又は処理場に到着した運搬車両に関して、
上記経路履歴記録部に記録された経路履歴情報が、上記排出場所又は処理場に対応して予
め定められた走行経路と一致する場合に、上記運搬車両の上記廃棄物の排出場所又は処理
場への進入又は退出を許可する。
【００３７】
　上記実施形態によれば、経路履歴記録部により、認証部による車載器の認証結果と、こ
の認証結果に関して上記車載器と無線通信が行われた位置の情報とに基づいて、上記車載
器が搭載された運搬車両の走行経路の履歴を表す経路履歴情報が記録される。例えば、運
搬車両が所定の排出場所から処理場に到る経路の途中に、処理場の渋滞を防止するための
待機所を経由することを義務付けている場合、この待機所に設置された路側装置との無線
通信の履歴が経路履歴情報に含まれていれば、進行制御装置により、上記運搬車両は正規
の走行経路を走行したとして、処理場への進入を許可する。これにより、処理場に到着し
た運搬車両について、その運搬車両の走行経路を確認し、不正な経路を走行した運搬車両
の進入を防止することができる。また、例えばＧＰＳ等の他の装置を用いなくても、既存
の車載器の無線通信機能を利用して、運搬車両の走行経路を容易かつ安価に検知すること
ができる。
【００３８】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に
到着した運搬車両に関して、上記センターサーバのデータベースから抽出された日時情報
に基づいて算出された運搬経過時間が、基準の時間範囲から外れる場合に、上記運搬車両
を係員に誘導する。
【００３９】
　上記実施形態によれば、運搬車両が廃棄物の処理場に到着し、この処理場に設置されて
いる路側装置が上記運搬車両の車載器と無線通信を行って第１識別情報を取得して第２識
別情報を生成し、この第２識別情報に基づいてセンターサーバのデータベースから日時情
報を抽出する。抽出された日時情報には、上記運搬車両が、この廃棄物の処理場に到着す
る前に出発した排出場所又は他の処理場の出発日時が含まれる。この日時情報に基づいて
、上記運搬車両が廃棄物を運搬する間に経過した運搬経過時間が算出される。この運搬経
過時間が、基準の時間範囲から外れる場合、すなわち、基準の時間範囲の下限よりも短い
場合や、基準の時間範囲の上限よりも長い場合に、この運搬車両が係員に誘導される。上
記基準の時間範囲は、運搬車両に廃棄物が積載された排出場所と、運搬車両が到着した処
理場との間の距離に基づき、必要に応じて走行経路や交通状況等を考慮して、予め定めら
れる。運搬経過時間が基準の時間範囲の下限よりも短い場合や、上限よりも長い場合には
、廃棄物の性状変化が想定の範囲から外れる可能性がある。例えば、運搬経過時間が基準
の時間範囲の下限よりも短い場合は、廃棄物からの水分の蒸発量や分離量が比較的少ない
傾向にある。一方、例えば、運搬経過時間が基準の時間範囲の上限よりも長い場合は、廃
棄物からの水分の蒸発量や分離量が比較的多い傾向にある。これらの場合に、上記運搬車
両を係員に誘導することにより、廃棄物が予め想定された処理に適合するか否かを係員に
判断させて、廃棄物に適切な処理を行うことができる。また、上記運搬経過時間が基準の
時間範囲から外れる場合、運搬車両に積載した廃棄物の載せ替えや、登録された運搬車両
と異なる運搬車両への車載器の載せ替え等により、廃棄物の不正な処理が企図されている
可能性がある。このような場合に、上記運搬車両を係員に誘導することにより、処理場に
到着した運搬車両や廃棄物が正当か否かを判断し、廃棄物の不正な処理を防止することが
できる。
【００４０】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記廃棄物の排出場所及び処理場に配置され
、廃棄物を積載した運搬車両の重量を計測する重量計測装置を備え、
　上記センターサーバのデータベースは、上記重量計測装置によって計測された廃棄物及
び運搬車両の重量に関する重量情報を、上記第２識別情報に関連付けて格納する重量情報
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格納領域を有し、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースの重量情報格納領域に格納された重量情報が運搬の前後の間で実質
的に一致し、かつ、上記センターサーバのデータベースに格納された廃棄物情報が運搬の
前後の間で実質的に一致する場合に、上記運搬車両の上記処理場への進入を許可する。
【００４１】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所及び処理場に配置された重量計測装置により
、廃棄物を積載した運搬車両の重量が計測され、この重量計測装置によって計測された廃
棄物及び運搬車両の重量に関する重量情報が、センターサーバのデータベースが有する重
量情報格納領域に、第２識別情報に関連付けられて格納される。運搬車両が廃棄物の処理
場に到着すると、路側装置によって生成された第２識別情報に基づいて、センターサーバ
のデータベースに格納された重量情報と廃棄物情報が運搬の前後について参照される。重
量情報が運搬の前後の間で実質的に一致し、かつ、廃棄物情報が運搬の前後で実質的に一
致する場合に、この運搬車両の処理場への進入が許可される。このように、運搬車両によ
る廃棄物の運搬の前後について重量情報と廃棄物情報を比較し、いずれの情報も同一の場
合に処理場への進入を許可することにより、廃棄物の積み替えや、予め定められた処理場
以外の処理場で廃棄物の一部を処理する等の不正を防止することができる。
【００４２】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記廃棄物の処理場は、複数の種類の廃棄物
に夫々対応して処理を行う複数の処理領域を有し、
　上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に到着した運搬車両に関して、上記センター
サーバのデータベースに格納された廃棄物情報に対応する処理を行う処理領域へ、上記運
搬車両を誘導する。
【００４３】
　上記実施形態によれば、複数の処理領域を有する処理場に運搬車両が到着したとき、こ
の運搬車両が搭載する廃棄物に関する廃棄物情報が確認され、進行制御装置により、上記
廃棄物情報に対応する処理を行う処理領域に運搬車両が誘導される。したがって、複数種
類の廃棄物の処理を行う処理場において、運搬車両を効率的に通行させて所定の処理領域
へ導くことができ、廃棄物の処理効率を高めることができる。上記進行制御装置は、処理
領域への運搬車両の誘導を、処理場に設置された信号機を制御し、信号機の動作により、
運搬車両の運転者に進行すべき方向や場所を示して行うことができる。また、運搬車両に
搭載された車載器の無線通信機能や、測位端末装置の警告実行部の機能等を用いて、所定
の処理領域への進行を指示する進行指示信号を送信し、進行指示信号を受信した車載器や
測位端末装置が、進行指示信号の内容を表す音声や表示を出力して、運搬車両の運転者に
進行すべき方向や場所を示してもよい。
【００４４】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記進行制御装置は、上記廃棄物の処理場に
到着した運搬車両に関して、上記センターサーバのデータベースに格納された日時情報に
基づいて算出された運搬経過時間に対応する処理を行う処理領域へ、上記運搬車両を誘導
する。
【００４５】
　上記実施形態によれば、複数の処理領域を有する処理場に運搬車両が到着したとき、こ
の運搬車両が搭載する廃棄物に関してセンターサーバのデータベースに格納された日時情
報が確認され、進行制御装置により、上記日時情報に基づいて算出された運搬経過時間に
対応する処理を行う処理領域に運搬車両が誘導される。したがって、時間の経過に応じて
性質が変化する廃棄物に対して、運搬車両による運搬の間に経過した時間に応じた適切な
処理を行うことができる。
【００４６】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記センターサーバのデータベースに、廃棄
物の重量に関する重量情報と、廃棄物の排出業者に関する排出業者情報と、廃棄物の運搬
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業者に関する運搬業者情報と、廃棄物を運搬する運搬車両の走行経路の履歴を表す経路履
歴情報とが上記第２識別情報に関連付けて格納され、
　上記廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場に進入した運搬車両に関し、上記認証部によ
る認証結果と、上記センターサーバのデータベースに格納された車両情報と、排出場所情
報と、廃棄物情報と、日時情報と、上記重量情報と、上記排出業者情報と、上記運搬業者
情報と、上記経路履歴情報とのうちの少なくとも一つを表示する情報端末を備える。
【００４７】
　上記実施形態によれば、センターサーバのデータベースに、重量情報と、排出業者情報
と、運搬業者情報と、経路履歴情報とが第２識別情報に関連付けて格納される。廃棄物の
排出場所又は廃棄物の処理場に進入した運搬車両に関し、認証部による認証結果と、上記
センターサーバのデータベースに格納された車両情報と、排出場所情報と、廃棄物情報と
、日時情報と、上記重量情報と、上記排出業者情報と、上記運搬業者情報と、上記経路履
歴情報とのうちの少なくとも一つが、情報端末に即時に表示される。したがって、この情
報端末を、廃棄物の排出場所又は処理場の係員に携帯させることにより、この排出場所又
は処理場に到着した運搬車両の情報を係員に認識させて、係員に運搬車両を適切かつ迅速
に誘導させることができる。
【００４８】
　一実施系形態の廃棄物運搬管理システムは、上記情報端末は、上記廃棄物情報に対応す
る積載物情報の修正入力、上記車両情報の修正入力、上記車載器を搭載する運搬車両の簡
易登録を指示する入力、及び、上記第２識別情報の修正を指示する入力のうちの少なくと
も１つを入力する入力部を有する。
【００４９】
　上記実施形態によれば、情報端末の入力部を通して、実際に排出された廃棄物に適合す
るように、廃棄物情報に対応する積載物情報の修正入力を行うことができる。したがって
、積載物である廃棄物の種類が急遽変更された場合や、積載物を積載せずに退出する必要
が生じた場合等に、センターサーバに格納すべき情報を迅速に変更することができ、廃棄
物運搬管理の正確性を確保することができる。また、必要に応じて車両情報の修正を入力
し、センターサーバに格納される車両情報を修正できる。また、車載器が未登録である場
合、上記車載器から取得した第１識別情報を変換してなる第２識別情報、車両情報、及び
、上記車載器から受信したワイヤレスコールナンバのうちの少なくとも１つを識別情報と
して、上記車載器を搭載する運搬車両の情報を関連付けてセンターサーバのデータベース
に登録する簡易登録を指示することができる。また、登録済みの車載器の第２識別情報が
誤りであった場合、センターサーバに誤って登録された第２識別情報を、上記車載器から
取得した第１識別情報を変換してなる真正の第２識別情報に置き換えて修正するように指
示することができる。
【００５０】
　一実施形態の廃棄物運搬管理システムは、上記廃棄物の排出場所又は処理場は、工程の
進行に伴って廃棄物が排出又は処理される工事現場を含み、
　上記工事現場の工程の進捗に関する進捗情報を取得する進捗情報取得部と、
　上記工事現場から上記運搬車両が搬出した廃棄物又は処理場で処理された廃棄物に関し
て上記センターサーバのデータベースに格納された廃棄物情報及び重量情報と、上記進捗
情報取得部が取得した進捗情報とを照合する進捗情報照合部とを備える。
【００５１】
　上記実施形態によれば、廃棄物の排出場所又は処理場としての工事現場に関して、進捗
情報取得部により、上記工事現場の進捗情報が取得される。進捗情報照合部により、上記
工事現場から排出されて運搬車両が搬出した廃棄物、又は、上記処理場で処理された廃棄
物に関して、センターサーバのデータベースに格納された廃棄物情報と重量情報が、上記
進捗情報取得部によって取得された進捗情報と照合される。このように、所定の廃棄物に
関する廃棄物情報及び重量情報を、同一の廃棄物を異なる方法で管理した結果である進捗
情報と照合することにより、廃棄物の発生量又は処理量と、進捗情報とを相互に検証でき
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、また、情報の誤りを検出することができる。ここで、工事現場の進捗情報とは、工事の
進捗の程度を表す情報であり、例えば、既に終了した工程の数や、使用した材料の重量又
は体積や、掘削又は埋め戻した土の重量又は体積や、トンネルや盛土等の線形構造物の伸
延距離によって表すことができる。また、進捗情報は、工事の全体の工程数に対して既に
終了した工程数の占める割合や、工事の全材料の重量又は体積に対して既に投入した材料
の重量又は体積の占める割合や、工事で掘削又は埋め戻す全ての土の重量又は体積に対し
て既に掘削又は埋め戻した土の重量又は体積の占める割合や、工事の全長に対する伸延距
離の割合等によって、表すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】トンネル工事に適用された本発明の実施形態の廃棄物運搬管理システムの主要部
を示す模式図である。
【図２】廃棄物排出業者における廃棄物運搬管理システムの構成部分を示す模式図である
。
【図３】再資源化業者における廃棄物運搬管理システムの構成部分を示す模式図である。
【図４】中間処理業者における廃棄物運搬管理システムの構成部分を示す模式図である。
【図５】最終処分場における廃棄物運搬管理システムの構成部分を示す模式図である。
【図６】システム管理者に配置される機器の構成を示す図である。
【図７】廃棄物排出業者に配置される機器の構成を示す図である。
【図８】ハンディ端末の構成を示す図である。
【図９】再資源化業者に配置される機器の構成を示す図である。
【図１０】中間処理業者に配置される機器の構成を示す図である。
【図１１】センターサーバのデータベースに格納される車両情報の例を示す模式図である
。
【図１２】センターサーバのデータベースに格納されるイベント情報の例を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　以下、本発明の実施形態を、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５４】
　実施形態では、本発明の廃棄物運搬管理システムを、トンネル工事で発生する廃棄物と
しての掘削土の処理に適用した例を説明する。本実施形態の廃棄物運搬管理システムは、
有料道路の通行料金の収受のために車両に搭載されたＥＴＣ車載器（以下「車載器」とい
う。）を利用して、廃棄物の運搬管理を行うものである。
【００５５】
　図１は、トンネル工事に適用された廃棄物運搬管理システムの主要部を示す模式図であ
り、図１に示すように、廃棄物運搬管理システムの管理を行うシステム管理者Ａの領域に
配置されたセンターサーバ１が、トンネル工事現場である廃棄物排出現場Ｂに配置された
路側装置２ｂと、廃棄物としての掘削土の１次処理を行う再資源化処理場Ｃに配置された
路側装置２ｃと、廃棄物の２次処理を行う中間処理場Ｄに配置された路側装置２ｄと、廃
棄物の最終処分場Ｅに配置された路側装置２ｅとにネットワークＮを介して接続されてい
る。また、センターサーバ１は、ネットワークＮを介して、運搬車両Ｔの通信装置６と通
信可能になっている。
【００５６】
　システム管理者Ａの領域に配置されたセンターサーバ１は、運搬車両Ｔに搭載された車
載器の識別情報を管理する機器番号管理サーバＳａと、廃棄物の発生と運搬と処理に関す
る情報を蓄積するマニフェストサーバＳｍと、トンネル工事の管理者によって管理される
出来高サーバＳｖとに接続可能になっている。機器番号管理サーバＳａは、車両に車載器
を取り付ける際に、車両の所有者から申請された車両のナンバープレートの情報や、車種
や、所有者名等で構成される車両情報を、車載器に一意的に付された第１識別情報として
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の機器番号と、これに対応する車載器管理番号とに関連付けて管理している。
【００５７】
　廃棄物排出現場Ｂには、図２に示すように、掘削土が発生する掘削箇所Ｂ１と、この掘
削箇所Ｂ１から公道に通じる工事車両道路の車両出口の近傍に設置され、この車両出口に
接近した運搬車両Ｔの車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３ｂと、
車両出口を開閉するゲート装置４ｂと、ゲート装置４ｂの前で停止した運搬車両Ｔのナン
バープレートを撮影する撮影装置としてのネットワークカメラ１２ｂと、運搬車両Ｔの重
量を計測する重量計測装置としてのトラックスケール５ｂが設置されている。さらに、廃
棄物排出現場Ｂには、掘削土の搬出や車両登録に関する係員によって操作される情報端末
としてのハンディ端末９ｂが設けられている。上記ＤＳＲＣアンテナ３ｂ、ゲート装置４
ｂ及びトラックスケール５ｂは、路側装置２ｂに接続されて動作が制御される。
【００５８】
　再資源化処理場Ｃには、図３に示すように、廃棄物の種類に応じて互いに異なる処理を
行う複数の処理領域としての処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３が設けられている。再資源化処
理場Ｃの車両入口の近傍には、車両入口に接近した運搬車両Ｔの車載器７との間で無線信
号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３１ｃと、車両入口を開閉するゲート装置４１ｃと、ゲ
ート装置４１ｃの前で停止した運搬車両Ｔのナンバープレートを撮影するネットワークカ
メラ１２ｃと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラックスケール５１ｃが設置されている。
車両入口からゲート装置４１ｃを通って処理場内に進入した位置に、進行すべき方向を指
示して運搬車両Ｔを所定の処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３へ誘導する誘導手段としての誘導
表示装置１１が設置されている。一方、再資源化処理場Ｃの車両出口の近傍には、車両出
口に接近した運搬車両Ｔの車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３２
ｃと、車両出口を開閉するゲート装置４２ｃと、ゲート装置４２ｃの前で停止した運搬車
両Ｔの積荷を撮影するネットワークカメラ１０ｃと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラッ
クスケール５２ｃが設置されている。さらに、再資源化処理場Ｃの領域には、掘削土の搬
入出や車両登録に関する係員によって操作される情報端末としてのハンディ端末９ｃが設
けられている。上記ＤＳＲＣアンテナ３１ｃ，３２ｃ、ゲート装置４１ｃ，４２ｃ及びト
ラックスケール５１ｃ，５２ｃは、路側装置２ｃに接続されて動作が制御される。
【００５９】
　中間処理場Ｄには、図４に示すように、中間処理として汚泥の脱水処理を行う脱水ピッ
トＤ１が設けられている。中間処理場Ｄの車両入口の近傍には、車両入口に接近した運搬
車両Ｔの車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３１ｄと、車両入口を
開閉するゲート装置４１ｄと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラックスケール５１ｄが設
置されている。一方、中間処理場Ｄの車両出口の近傍には、車両出口に接近した運搬車両
Ｔの車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３２ｄと、車両出口を開閉
するゲート装置４２ｄと、ゲート装置４２ｄの前で停止した運搬車両Ｔの積荷を撮影する
ネットワークカメラ１０ｄと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラックスケール５２ｄが設
置されている。上記ＤＳＲＣアンテナ３１ｄ，３２ｄ、ゲート装置４１ｄ，４２ｄ及びト
ラックスケール５１ｄ，５２ｄは、路側装置２ｄに接続されて動作が制御される。
【００６０】
　最終処分場Ｅには、図５に示すように、最終処分として土が埋め立てられる埋立ピット
Ｅ１が設けられている。最終処分場Ｅの車両入口の近傍には、車両入口に接近した運搬車
両Ｔの車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３１ｅと、車両入口を開
閉するゲート装置４１ｅと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラックスケール５１ｅが設置
されている。一方、最終処分場Ｅの車両出口の近傍には、車両出口に接近した運搬車両Ｔ
の車載器７との間で無線信号を送受信するＤＳＲＣアンテナ３２ｅと、車両出口を開閉す
るゲート装置４２ｅと、ゲート装置４２ｅの前で停止した運搬車両Ｔの積荷を撮影するネ
ットワークカメラ１０ｅと、運搬車両Ｔの重量を計測するトラックスケール５２ｅが設置
されている。上記ＤＳＲＣアンテナ３１ｅ，３２ｅ、ゲート装置４１ｅ，４２ｅ及びトラ
ックスケール５１ｅ，５２ｅは、路側装置２ｅに接続されて動作が制御される。
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【００６１】
　図６は、システム管理者Ａの領域に配置されたセンターサーバ１の構成を示すブロック
図である。センターサーバ１は、ネットワークＮを通して路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２
ｅ、通信装置６及びハンディ端末９ｂ，９ｃと通信を行うネットワーク通信部１１１と、
路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅから受信した第２識別情報としての利用車番号の認証を
行う認証部１１２と、データベースＤＢの情報の読み出し及び書き込みを制御するデータ
ベース制御部１１３と、廃棄物排出現場Ｂ、再資源化処理場Ｃ、中間処理場Ｄ及び最終処
分場Ｅへの運搬車両Ｔの入退場の制御を行う入退場制御部１１４と、誘導表示装置１１を
制御して再資源化処理場Ｃ内における運搬車両Ｔの進路を指示する進路指示部１１５と、
運搬車両Ｔをシステムに登録する車両登録部１１６と、運搬車両Ｔの通信装置６から受信
した測位情報に基づいて警告を行う警告装置としての警告部１１７と、図示しない交通情
報サーバから交通情報を受信する交通情報受信部１１８と、交通情報に応じて運搬車両Ｔ
の経路の変更を指示する経路変更指示部１１９と、ハンディ端末９ｂ，９ｃに送信する情
報であって、そのハンディ端末９ｂ，９ｃの存在する場所に入場中の運搬車両Ｔに関する
情報を生成する在車情報生成部１２０と、トンネル工事の管理者が設置する出来高サーバ
Ｓｖに接続して、トンネル工事の出来高との照合を行う出来高情報照合部１２１と、マニ
フェストサーバＳｍへ出力するマニフェスト情報を生成するマニフェスト情報生成部１２
２と、ネットワークカメラ１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１２ｂ，１２ｃで撮影された画像の
処理を行う画像処理部１２３を備える。
【００６２】
　上記データベースＤＢには、運搬車両Ｔに搭載された車載器７に対応する第２識別情報
としての利用車番号に関連付けて、車両情報と、排出場所情報と、廃棄物情報と、日時情
報と、処理場情報とが格納される。車両情報は、運搬車両Ｔの自動車登録番号、車種、所
有者名等の車両に関する情報である。排出場所情報は、運搬車両Ｔが運搬する廃棄物が排
出された場所を表す情報である。廃棄物情報は、廃棄物の内容に関する情報であり、廃棄
物が例えば掘削土の場合は、土の種類や、含有物等の物性に関する情報である。日時情報
は、運搬車両Ｔが廃棄物の排出場所又は廃棄物の処理場へ入場又は退場した日時を表す情
報であり、認証部１１２による認証が行われた日時や、ゲート制御部２１４がゲート装置
４ｂ，４１ｃ，４２ｃ，４１ｄ，４２ｄ，４１ｅ，４２ｅを開き動作させた日時を採用す
るのが好ましい。処理場情報は、廃棄物を処理した処理場を表す情報である。なお、デー
タベースＤＢには、車載器７の利用車番号と共に、路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅが車
載器７から受信するＷＣＮ（ワイヤレスコールナンバ）を、識別情報として用いるために
格納してもよい。
【００６３】
　また、データベースＤＢには、第２識別情報としての利用車番号に関連付けて、廃棄物
に関する重量情報と、処理場情報と、排出業者情報と、処理業者情報と、運搬業者情報と
が格納される。重量情報は、廃棄物排出現場Ｂ、再資源化処理場Ｃ、中間処理場Ｄ及び最
終処分場Ｅに設置された重量計測装置としてのトラックスケール５ｂ，５１ｃ，５２ｃ，
５１ｄ，５２ｄ，５１ｅ，５２ｅによって計測された廃棄物及び運搬車両の重量に関する
情報である。なお、トラックスケール５ｂ，・・・の計量値から運搬車両Ｔの自重を減じ
た値であって、廃棄物の重量の値を表す情報を、重量情報として格納してもよい。処理場
情報は、廃棄物に施す処理を行う処理場に関する情報である。排出業者情報は、廃棄物の
排出業者を表す情報であり、実施形態では、工事現場の請負者を表す情報が該当する。処
理業者情報は、廃棄物の処理業者を表す情報であり、実施形態では、再資源化処理場Ｃ、
中間処理場Ｄ及び最終処分場Ｅの各々の運営事業者を表す情報が該当する。運搬業者情報
は、廃棄物の運搬業者を表す情報であり、実施形態では、運搬車両Ｔを運営する事業者を
表す情報が該当する。
【００６４】
　また、データベースＤＢには、第２識別情報に関連付けて、撮影装置としてのネットワ
ークカメラ１０ｃ，１０ｄ，１０ｅで撮影された運搬車両Ｔの積荷部分である荷台の画像
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が格納される。また、撮影装置としてのネットワークカメラ１２ｂ，１２ｃで撮影された
運搬車両Ｔのナンバープレートの画像と、この画像に基づいて生成された車両情報として
の自動車登録番号とが格納される。
【００６５】
　また、データベースＤＢには、運搬車両Ｔの通信装置６から受信した測位情報が、運搬
車両Ｔの車載器７に対応する車両情報に関連付けて格納される。さらに、データベースＤ
Ｂには、運搬車両Ｔの車載器が路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅと無線通信を行って認証
を受けた履歴が、運搬車両Ｔが走行した経路を示す経路履歴情報として格納される。また
、データベースＤＢには、廃棄物排出現場Ｂや積載する廃棄物に応じて、運搬車両Ｔが走
行すべき経路として予め定められた運搬経路が格納される。
【００６６】
　運搬車両Ｔには、ＧＰＳ（Global Positioning System；全地球測位システム）によっ
て現在位置を測定し、測定した位置に関する測位情報を、ネットワークＮを介してセンタ
ーサーバ１に送信する測位端末装置としての通信装置６と、有料道路の通行料金の収受に
用いられる車載器７が搭載されている。
【００６７】
　センターサーバ１と路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ及びハンディ端末９ｂ，９ｃとの
間は、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）に準拠した
通信方式により、ＳＳＬ／ＴＬＳ（Secure Socket Layer/ Transport Layer Security）
の暗号化やスクランブル等で機密性を高めた通信が行われる。ネットワークＮは、公衆回
線及び専用回線のいずれでもよい。
【００６８】
　図７は、廃棄物排出現場Ｂに配置された路側装置２ｂとネットワークカメラ１２ｂの構
成を示すブロック図である。路側装置２ｂは、ネットワークＮを通してセンターサーバ１
と通信を行うネットワーク通信部２１１と、ＤＳＲＣアンテナ３ｂを通じて車載器７と無
線通信を行うＤＳＲＣ通信部２１２と、ＤＳＲＣ通信部２１２が車載器７から取得した機
器番号を変換して利用車番号を生成する識別情報変換部２１３と、ゲート装置４ｂの動作
を制御するゲート制御部２１４と、ＤＳＲＣ通信部２１２による車載器７との無線通信の
実行や、ゲート装置４ｂの動作や、トラックスケール５ｂの計測等のセンターサーバ１に
報告すべきイベントが生じた場合、イベントの発生時刻を付加してイベントの内容を表す
イベントデータを生成するイベントデータ生成部２１５を備える。
【００６９】
　ネットワークカメラ１２ｂは、ネットワークＮを通じてセンターサーバ１と通信を行う
ネットワーク通信部３００と、撮影対象を撮影して画像情報を生成するカメラ３０１とを
有する。なお、他の箇所に設置されたネットワークカメラ１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１２
ｂ，１２ｃも、同様の構成を有する。
【００７０】
　図８は、廃棄物排出現場Ｂで操作されるハンディ端末９ｂの構成を示すブロック図であ
る。ハンディ端末９ｂは、ネットワークＮを通してセンターサーバ１と通信を行うネット
ワーク通信部２１１と、センターサーバ１から受信した情報を示す表示部２１６と、セン
ターサーバ１へ送信する情報や指令を入力する入力部２１７と、未登録の運搬車両Ｔをセ
ンターサーバ１のデータベースＤＢへ登録する旨の指示、又は、登録済みの情報を、車載
器７から路側装置２ｂで読み取った情報又は車載器７から路側装置２ｂで読み取った情報
に基づく情報に置き換えて修正する旨の指示を行う登録修正指示部２１８を備える。
【００７１】
　図９は、再資源化処理場Ｃに配置された路側装置２ｃと、誘導表示装置１１と、ネット
ワークカメラ１０ｃ，１２ｃの構成を示すブロック図である。路側装置２ｃは、廃棄物排
出現場Ｂに配置された路側装置２ｂと実質的に同一のネットワーク通信部２１１と、ＤＳ
ＲＣ通信部２１２と、識別情報変換部２１３と、ゲート制御部２１４と、イベントデータ
生成部２１５を備える。誘導表示装置１１は、運搬車両の進行すべき方向を光や文字で表
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示する誘導表示部３１１と、ネットワークＮを通じてセンターサーバ１と通信を行うネッ
トワーク通信部３１０を有する。各ネットワークカメラ１０ｃ，１２ｃは、ネットワーク
通信部３００及びカメラ３０１を有する。
【００７２】
　図１０は、中間処理場Ｄに配置された路側装置２ｄの構成を示すブロック図である。路
側装置２ｄは、廃棄物排出現場Ｂに配置された路側装置２ｂと実質的に同一のネットワー
ク通信部２１１と、ＤＳＲＣ通信部２１２と、識別情報変換部２１３と、ゲート制御部２
１４と、イベントデータ生成部２１５を備える。
【００７３】
　最終処分場Ｅに配置された路側装置２ｅは、図１０に示した中間処理場Ｄの路側装置２
ｄと実質的に同一の構成を有する。すなわち、路側装置２ｅは、ネットワークＮを通して
センターサーバ１と通信を行うネットワーク通信部と、ＤＳＲＣアンテナ３１ｅ，３２ｅ
を通じて車載器７と無線通信を行うＤＳＲＣ通信部と、ＤＳＲＣ通信部が車載器７から取
得した機器番号を変換して利用車番号を生成する識別情報変換部と、ゲート装置４１ｅ，
４２ｅの動作を制御するゲート制御部と、イベントの内容を表すイベントデータを生成す
るイベントデータ生成部を備える。
【００７４】
　上記センターサーバ１、路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ及びハンディ端末９ｂ，９ｃ
は、ＣＰＵ、記憶装置、入出力装置及び通信モジュール等で構成されたコンピュータであ
り、記憶装置に格納されたプログラムがＣＰＵで実行されて、各機能が有する各機能を奏
するように構成されている。
【００７５】
　上記構成の廃棄物運搬管理システムは、次のように動作する。
【００７６】
　まず、廃棄物排出現場Ｂ又は再資源化処理場Ｃへの入場が許可された運搬車両Ｔに関し
て、廃棄物運搬管理システムへの登録が行われる。廃棄物運搬管理システムへの登録では
、まず、登録対象の運搬車両Ｔの管理者から、運搬車両Ｔに搭載された車載器７の車載器
管理番号と共に、ナンバープレート、車種、車両重量及び所属等の車両情報がシステム管
理者Ａに通知される。システム管理者Ａは、運搬車両Ｔの管理者から通知された車載器管
理番号を、車載器の機器番号を管理する機器番号管理者に通知する。機器番号管理者は、
システム管理者Ａから通知された車載器管理番号に基づき、この車載器管理番号と関連付
けてデータベースで管理している機器番号を、秘密管理された所定の変換方法によって変
換して利用車番号を生成し、生成した利用車番号をシステム管理者Ａへ交付する。システ
ム管理者Ａは、機器番号管理者から交付された利用車番号を、運搬車両Ｔの管理者から通
知された車両情報に関連付けて、センターサーバ１のデータベースＤＢに格納する。
【００７７】
　図１１は、センターサーバ１のデータベースＤＢに格納された情報の例であり、車載器
管理番号及び利用車番号に関連付けて、路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅが車載器７と無
線通信を行う際に車載器７から受信するＷＣＮと、自動車登録番号と、車種と、車両重量
と、所属する運搬業者の情報が格納される。また、廃棄物の搬出場所と、搬出時にデータ
ベースＤＢに自動入力すべき廃棄物情報のデフォルト値が積載物情報として予め格納され
る。
【００７８】
　一方、路側装置２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅには、機器番号管理者から交付された変換ソフ
トウェアが、機密保持状態でインストールされ、識別情報変換部２１３として機能するよ
うになっている。
【００７９】
　廃棄物運搬管理システムへの登録が完了した運搬車両Ｔが、廃棄物排出現場Ｂに進入し
、廃棄物としての掘削土を積載して出口に到着すると、ネットワークカメラ１２ｂのカメ
ラ３０１が運搬車両Ｔのナンバープレートを撮影すると共に、廃棄物排出現場Ｂの出口に
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設置されたトラックスケール５ｂが、掘削土を積載した運搬車両Ｔの重量を計測する。そ
して、ＤＳＲＣアンテナ３ｂを通じて路側装置２ｂのＤＳＲＣ通信部２１２が、運搬車両
Ｔの車載器７と無線通信を行って車載器７から機器番号を受信する。ＤＳＲＣ通信部２１
２が機器番号を受信すると、路側装置２ｂの識別情報変換部２１３が機器番号を変換して
利用車番号を生成する。路側装置２ｂのイベントデータ生成部２１５は、識別情報変換部
２１３が生成した利用車番号と、トラックスケール５ｂが計測した運搬車両Ｔの重量に関
する重量情報とを含むイベントデータを生成し、このイベントデータがネットワーク通信
部２１１によりセンターサーバ１へ送信される。また、ネットワークカメラ１２ｂのネッ
トワーク通信部３００により、撮影画像がセンターサーバ１に送信される。
【００８０】
　センターサーバ１のデータベースＤＢには、廃棄物排出現場Ｂの掘削箇所Ｂ１から生じ
る掘削土の種類が、廃棄物情報として自動的に入力される。データベースＤＢに自動入力
される廃棄物情報は、例えば毎日の掘削作業の開始時等に定期的に、あるいは、掘削箇所
Ｂ１から生じた掘削土の種類が変化したときに、廃棄物排出現場Ｂのハンディ端末９ｂか
ら送信されて設定される。
【００８１】
　センターサーバ１のネットワーク通信部１１１が路側装置２ｂからイベントデータを受
信すると、認証部１１２がデータベースＤＢを参照し、イベントデータに含まれる利用車
番号が登録されているか否かを照合する。利用車番号が登録されていると、ネットワーク
通信部１１１が認証成功の旨と、運搬車両Ｔに関する車両情報と、掘削土の重量情報と、
廃棄物情報と、日時情報を、廃棄物排出現場Ｂのハンディ端末９ｂに送信する。
【００８２】
　廃棄物排出現場Ｂのハンディ端末９ｂは、ネットワーク通信部２１１が認証成功の旨と
、車両情報と、重量情報と、廃棄物情報と、日時情報を受信すると、これらの内容を表示
部２１６に表示する。ハンディ端末９ｂを操作する係員は、表示部２１６に表示された内
容を確認し、表示された廃棄物情報が、実際に運搬車両Ｔに積載された掘削土を表す積載
物情報と異なる場合、正しい積載物情報を、入力部２１７を通じて入力する。入力された
積載物情報は、ハンディ端末９ｂのネットワーク通信部２１１を通じてセンターサーバ１
へ送信される。
【００８３】
　センターサーバ１のネットワーク通信部１１１が積載物情報を受信すると、データベー
ス制御部１１３は、利用車番号に関連付けてデータベースＤＢに格納する。この時点以降
、データベース制御部１１３は、廃棄物排出現場Ｂから廃棄物を積載して退出する他の運
搬車両Ｔについても、廃棄物情報として、上記積載物情報の内容を自動入力する。
【００８４】
　センターサーバ１の入退場制御部１１４は、認証部１１２による認証が成功すると、運
搬車両Ｔの廃棄物排出現場Ｂからの退場を許可する許可情報を路側装置２ｂに送信する。
路側装置２ｂは、許可情報を受信すると、ゲート制御部２１４がゲート装置４ｂを制御し
てゲートを開動作させ、開いたゲートを通って運搬車両Ｔが廃棄物排出現場Ｂから掘削土
を搬出する。
【００８５】
　ここで、運搬車両Ｔが廃棄物運搬システムに未登録であった場合、あるいは、廃棄物運
搬管理システムへの運搬車両Ｔの登録の際に、誤った車載器管理番号の通知等に起因して
誤った利用車番号が登録された場合、センターサーバ１の認証部１１２による認証の結果
が否定的となる。この場合、係員がハンディ端末９ｂの入力部２１７を操作し、この操作
に基づいて、登録修正指示部２１８によって運搬車両Ｔの登録が指示される。すなわち、
路側装置２ｂのＤＳＲＣ通信部２１２が車載器７との無線通信で取得したＷＣＮと、入力
部２１７を通じて係員が入力した運搬車両Ｔのナンバープレート等の車両情報と、運搬車
両Ｔの登録を指示する旨の情報が、登録修正指示部２１８によってセンターサーバ１に送
信される。センターサーバ１は、ハンディ端末９ｂの登録修正指示部２１８からの情報を
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受信すると、車両登録部１１６が、既に受信した利用車番号に関連付けてＷＣＮ及び車両
情報をデータベースＤＢに格納し、上記運搬車両Ｔを廃棄物運搬管理システムに登録する
。この場合、車両登録部１１６は、簡易登録部として機能する。また、センターサーバ１
の車両登録部１１６は、ハンディ端末９ｂの登録修正指示部２１８からの情報を受信する
と、ＷＣＮ又は車両情報をキーとしてデータベースＤＢを検索し、一致するＷＣＮ又は車
両情報が抽出された場合、抽出されたＷＣＮ又は車両情報に関連付けられていた利用者番
号が登録時に誤って登録されたとして、路側装置２ｂから受信したイベントデータに含ま
れる利用車番号を正規の利用者番号としてデータベースＤＢに登録して修正する。この場
合、車両登録部１１６は、第２識別情報修正部として機能する。このようにして、未登録
の運搬車両Ｔを迅速に登録でき、また、センターサーバ１に不正確な利用車番号が登録さ
れた場合に、ＷＣＮや車両情報を識別情報として、迅速に登録のやり直しを行うことがで
きる。
【００８６】
　また、運搬車両Ｔが路側装置２ｂと無線通信を行う際、車載器７にＩＣカードが挿入さ
れていない場合、車載器７は、路側装置２ｂに機器番号を送信できない構造となっている
ことが多い。そこで、データベースＤＢに、利用車番号と共にＷＣＮを格納しておくこと
により、路側装置２ｂのＤＳＲＣ通信部２１２が車載器７との無線通信で取得したＷＣＮ
を識別情報として用いて、車載器７の認証を行うことができる。この場合、センターサー
バ１に図示しない副登録部及び副認証部を設け、センターサーバ１が路側装置２ｂから利
用車番号と併せてＷＣＮを受信したときに、上記副登録部が利用車番号と関連付けてＷＣ
Ｎを格納し、上記副認証部がデータベースＤＢに格納されたＷＣＮと照合して認証を行う
。このように、ＷＣＮに関する副登録部及び副認証部をセンターサーバ１に設置すること
により、安定して車載器７の認証を行うことができる。なお、利用車番号を用いた認証部
１１２による認証と、ＷＣＮを用いた副認証部による認証とを併用してもよく、この場合
、認証を確実かつ厳正に行うことができる。
【００８７】
　廃棄物排出現場Ｂから掘削土を搬出した運搬車両Ｔは、通信装置６に内蔵されたＧＰＳ
機能によって現在位置が測定され、測定された位置に関する測位情報がセンターサーバ１
に送信される。運搬車両Ｔは、道路交通に与える影響や、道路の周辺住民への影響を考慮
して、廃棄物排出現場Ｂや積載する廃棄物に応じて予め定められた運搬経路を走行するこ
とが定められている。センターサーバ１は、測位情報受信装置として機能するネットワー
ク通信部１１１により、運搬車両Ｔの測位情報を受信する。ネットワーク通信部１１１が
受信した測位情報が、予め定められた運搬経路から外れている場合、その旨を検出した警
告部１１７が警告情報を生成する。警告情報は、運搬経路から外れている旨を示す情報と
、正規の経路を示す情報とを含む。センターサーバ１の警告部１１７が生成した警告情報
は、ネットワーク通信部１１１によって運搬車両Ｔの通信装置６に送信される。通信装置
６が警告情報を受信すると、通信装置６に設けられた警告実行部としてのスピーカが、警
告音を発すると共に、警告情報に含まれる情報で示される正規の経路に戻るように音声通
知を行う。こうして通信装置６による警告を受けて、運転者により搬送車両Ｔの走行経路
が正規の経路に戻される。センターサーバ１は、データベース制御部１１３が、データベ
ースＤＢの利用車番号に関連付けられた備考欄に、走行経路の警告を行った旨を示す情報
を格納する。
【００８８】
　また、センターサーバ１の交通情報受信部１１８が、交通情報サーバから、運搬車両Ｔ
の走行経路に交通渋滞が生じた旨の情報を受信すると、経路変更指示部１１９が運搬車両
Ｔに経路を変更する旨の指示を行う。運搬車両Ｔが通信装置６を通して経路を変更する旨
の指示を受けると、運転者により走行経路が変更される。これにより、運搬車両Ｔが交通
渋滞を避けて走行でき、運搬車両Ｔが交通渋滞をさらに悪化させる不都合や、交通渋滞に
よって掘削土の運搬時間が長くなる不都合を防止できる。
【００８９】
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　廃棄物排出現場Ｂから掘削土を搬出した運搬車両Ｔが再資源化処理場Ｃに到着すると、
再資源化処理場Ｃの入口に設置された入口トラックスケール５１ｃが、掘削土を積載した
運搬車両Ｔの重量を計測する。これと共に、路側装置２ｃのＤＳＲＣ通信部２１２が、車
両入口の入口ＤＳＲＣアンテナ３１ｃを通して運搬車両Ｔの車載器７と無線通信を行って
機器番号を受信し、識別情報変換部２１３が機器番号を変換して利用車番号を生成する。
さらに、ネットワークカメラ１２ｃが運搬車両Ｔのナンバープレートを撮影して撮影画像
をセンターサーバ１へ送信し、センターサーバ１の画像処理部１２３が、ナンバープレー
トの撮影画像から自動車登録番号を表す登録番号情報を抽出する。これらの動作に伴い、
路側装置２ｃのイベントデータ生成部２１５が、運搬車両Ｔの利用車番号と重量情報を含
むイベントデータを生成し、ネットワーク通信部２１１が上記イベントデータをセンター
サーバ１へ送信する。
【００９０】
　センターサーバ１のネットワーク通信部１１１がイベントデータを受信すると、認証部
１１２がデータベースＤＢを参照して、利用車番号を照合すると共に、廃棄物排出現場Ｂ
を出場する際に計測された重量情報と再資源化処理場Ｃに到着した際の重量情報とを比較
し、さらに、画像処理部１２３で抽出された登録番号情報で示される自動車登録番号を照
合する。利用車番号と自動車登録番号が登録されており、搬出の際の重量から実質的に変
化が無い場合、認証成功の旨と重量が適合した旨の情報を、ネットワーク通信部１１１が
廃棄物排出現場Ｂのハンディ端末９ｂに送信する。また、認証部１１２は、利用車番号に
関連付けられてデータベースＤＢに格納された積載物情報と、車両情報と、日時情報と、
重量情報をハンディ端末９ｂに送信する。さらに、データベースＤＢに格納された積載物
情報に基づいて、進路指示部１１５が、積載物情報で表される掘削土を再資源化処理場Ｃ
内のいずれの処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３で処理を行うべきであるかを判断し、該当する
処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３を示すピット指示情報を誘導表示装置１１に送信する。また
、入退場制御部１１４が、運搬車両Ｔの再資源化処理場Ｃへの入場を許可する許可情報を
路側装置２ｃに送信する。
【００９１】
　再資源化処理場Ｃのハンディ端末９ｃは、ネットワーク通信部２１１が認証成功の旨と
重量情報と積載物情報と車両情報と日時情報を受信すると、これらの内容を表示部２１６
に表示する。これにより、ハンディ端末９ｂを操作する係員は、表示部２１６に表示され
た内容を確認して、運搬車両Ｔが登録された車両であることと、積載された掘削土の種類
を認識できる。また、運搬車両Ｔの廃棄物排出現場Ｂからの退出日や掘削土の重量の妥当
性を確認できる。一方、再資源化処理場Ｃの路側装置２ｃは、許可情報を受けると、ゲー
ト制御部２１４が入口ゲート装置４１ｃを制御してゲートを開動作させる。また、誘導表
示装置１１は、ネットワーク通信部３１０がセンターサーバ１の進路指示部１１５からピ
ット指示情報を受信し、ピット指示情報に応じて誘導表示部３１１が作動し、運搬車両Ｔ
を所定の処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３へ誘導する。運搬車両Ｔは、開いた入口ゲート装置
４１ｃを通って場内へ進入し、誘導表示装置１１で誘導された処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ
３へ走行し、掘削土を投入する。
【００９２】
　再資源化処理場Ｃで収集された土や、所定の処理が施された土は、土の性質や含水量に
応じて、中間処理場Ｄに運搬されて中間処理が行われる。中間処理を行うべき処理対象土
を再資源化処理場Ｃから中間処理場Ｄへ運搬車両Ｔで運搬する場合、処理対象土を積載し
た運搬車両Ｔが再資源化処理場Ｃの出口に到着すると、再資源化処理場Ｃの出口トラック
スケール５２ｃが運搬車両Ｔの重量を計測すると共に、路側装置２ｃのＤＳＲＣ通信部２
１２が出口ＤＳＲＣアンテナ３２ｃを通じて車載器７と無線通信を行って機器番号を受信
し、識別情報変換部２１３が機器番号を変換して利用車番号を生成する。また、ネットワ
ークカメラ１０ｃのカメラ３０１が運搬車両Ｔの荷台の内部を撮影し、撮影画像がネット
ワーク通信部３００でセンターサーバ１に送信される。路側装置２ｃのイベントデータ生
成部２１５が、利用車番号と重量情報とを含むイベントデータを生成し、ネットワーク通
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信部２１１によってセンターサーバ１へ送信される。センターサーバ１は、撮影画像を受
信すると、画像処理部１２３が撮影画像に日時を付加して出力する。なお、画像処理部１
２３は、ネットワークカメラ１０ｃの撮影画像から、荷台に廃棄物が積載されているか否
かを解析し、その解析結果を出力してもよい。また、ネットワークカメラ１０ｃの撮影し
た画像を係員が視認し、画像の内容から廃棄物の量や種類を推測してもよい。画像処理部
１２３により日時が付加された撮影画像は、もしあれば、廃棄物が荷台に存在するか否か
の解析結果や、廃棄物の量や種類に関する推測情報と共に、センターサーバ１のデータベ
ースＤＢに格納される。
【００９３】
　また、センターサーバ１では、ネットワーク通信部１１１がイベントデータを受信し、
認証部１１２が利用車番号に基づいて車載器７の認証を行う。車載器７の認証が成功する
と、認証成功の旨と、運搬車両Ｔ及び処理対象土の重量情報と、廃棄物情報と、日時情報
が、センターサーバ１から再資源化処理場Ｃのハンディ端末９ｃに送信される。
【００９４】
　再資源化処理場Ｃのハンディ端末９ｃは、認証成功の旨と重量情報と廃棄物情報と日時
情報を受信すると、その内容を表示部２１６に表示する。表示された内容が係員に確認さ
れると、運搬車両Ｔに実際に積載された積載物が目視されて比較され、実際の積載物が表
示部２１６に表示された内容と異なる場合は、運搬車両Ｔに積載された処理対象土の種別
を表す積載物情報が、正しい情報として、係員によって入力部２１７を通じて入力される
。入力された積載物情報は、ハンディ端末９ｃからセンターサーバ１へ送信される。
【００９５】
　センターサーバ１が受信した積載物情報は、データベース制御部１１３により、利用車
番号に関連付けてデータベースＤＢに格納される。
【００９６】
　センターサーバ１は、車載器７の認証が成功すると、データベースＤＢに積載物情報を
格納すると共に、入退場制御部１１４により、運搬車両Ｔの再資源化処理場Ｃからの退場
を許可する許可情報を路側装置２ｃに送信する。路側装置２ｃは、許可情報を受信すると
、ゲート制御部２１４が出口ゲート装置４２ｃを制御してゲートを開動作させ、開いたゲ
ートを通って運搬車両Ｔが再資源化処理場Ｃから処理対象土を搬出する。
【００９７】
　再資源化処理場Ｃから処理対象土を搬出した運搬車両Ｔは、廃棄物排出現場Ｂから再資
源化処理場Ｃへ掘削土を運搬した運搬車両Ｔの場合と同様に、通信装置６が測位情報をセ
ンターサーバ１へ送信し、測位情報が予め定められた運搬経路から外れている場合は警告
部１１７が警告情報を生成し、警告情報がセンターサーバ１から通信装置６へ送信されて
、通信装置６により警告が実行される。また、センターサーバ１の交通情報受信部１１８
が受信する交通情報に応じて、経路変更指示部１１９によって運搬車両Ｔに運搬経路を変
更する旨の指示が行われる。
【００９８】
　再資源化処理場Ｃから処理対象土を搬出した運搬車両Ｔが中間処理場Ｄに到着すると、
路側装置２ｄのＤＳＲＣ通信部２１２が入口ＤＳＲＣアンテナ３１ｄを通して運搬車両Ｔ
の車載器７と無線通信を行って機器番号を受信し、識別情報変換部２１３が機器番号を変
換して利用車番号を生成する。これと共に、中間処理場Ｄの入口に設置された入口トラッ
クスケール５１ｄが、処理対象土を積載した運搬車両Ｔの重量を計測する。これらの動作
に伴い、路側装置２ｄのイベントデータ生成部２１５が、運搬車両Ｔの利用車番号と重量
情報を含むイベントデータを生成し、生成されたイベントデータがセンターサーバ１へ送
信される。
【００９９】
　センターサーバ１が路側装置２ｄからイベントデータを受信すると、認証部１１２がデ
ータベースＤＢを参照して利用車番号の照合を行うと共に、再資源化処理場Ｃを出場する
際に計測された重量情報と中間処理場Ｄに到着した際の重量情報とを比較する。利用車番
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号が登録されており、搬出の際の重量から実質的に変化が無い場合、処理対象土が正常に
運搬されたとして、入退場制御部１１４が、運搬車両Ｔの中間処理場Ｄへの入場を許可す
る許可情報を路側装置２ｄに送信する。
【０１００】
　中間処理場Ｄの路側装置２ｄは、許可情報を受けると、ゲート制御部２１４が入口ゲー
ト装置４１ｄを制御してゲートを開動作させる。運搬車両Ｔは、開いた入口ゲート装置４
１ｄを通って場内へ進入し、処理ピットＤ１へ処理対象土を投入する。処理ピットＤ１へ
の処理対象土の投入が完了すると、運搬車両Ｔが中間処理場Ｄの出口に進み、出口ＤＳＲ
Ｃアンテナ３２ｄを通じて路側装置２ｄのＤＳＲＣ通信部２１２が車載器７と無線通信を
行って機器番号を受信する。路側装置２ｄの識別情報変換部２１３が機器番号を変換して
利用車番号を生成し、中間処理場Ｄの出口に設置された出口トラックスケール５２ｄが運
搬車両Ｔの重量を計測すると共に、ネットワークカメラ１０ｄが運搬車両Ｔの荷台の内部
を撮影する。これらの動作に伴い、路側装置２ｄのイベントデータ生成部２１５が、運搬
車両Ｔの利用車番号と重量情報を含むイベントデータを生成し、生成されたイベントデー
タがセンターサーバ１へ送信される。また、センターサーバ１の画像処理部１２３が、ネ
ットワークカメラ１０ｄの撮影した画像を解析し、荷台に処理対象土が存在していないこ
とを認識し、処理対象土が中間処理場Ｄで除荷されたことを確認する。なお、画像処理部
１２３がネットワークカメラ１０ｄの撮影画像に日時を付加して出力し、出力された撮影
画像を係員が視認して処理対象土が除荷されたことを確認してもよい。
【０１０１】
　センターサーバ１では、ネットワーク通信部１１１がイベントデータを受信し、認証部
１１２が利用車番号に基づいて車載器７の認証を行う。車載器の認証が成功すると、入退
場制御部１１４が、運搬車両Ｔの中間処理場Ｄからの退場を許可する許可情報を路側装置
２ｄに送信する。路側装置２ｄは、許可情報を受信すると、ゲート制御部２１４が出口ゲ
ート装置４２ｄを制御してゲートを開動作させ、開いたゲートを通って運搬車両Ｔが中間
処理場Ｄから退出する。
【０１０２】
　再資源化処理場Ｃや中間処理場Ｄで、最終処分が可能な状態に処理された処理済土は、
再資源化処理場Ｃから最終処分場Ｅへ運搬車両Ｔで運搬され、最終処分場Ｅの埋立ピット
Ｅ１に投入されて、最終処分が行われる。運搬車両Ｔが再資源化処理場Ｃから最終処分場
Ｅへ処理済土を運搬する場合においても、再資源化処理場Ｃから中間処理場Ｄへ処理対象
土を運搬する場合と同様に、再資源化処理場Ｃの出口と最終処分場Ｅの入口で車載器を認
証し、走行経路を監視し、また、運搬の前後で重量情報の照合を行う。さらに、運搬車両
Ｔが最終処分場Ｅを退出する際に、ネットワークカメラ１０ｅの撮影画像に基づいて、処
理済土が除荷されたことを確認する。
【０１０３】
　上記ネットワークカメラ１０ｅによって撮影された撮影画像は、センターサーバ１の画
像処理部１２３により、運搬車両Ｔの荷台に処理残土が存在するか否かが解析され、処理
済土が除荷されたか否かが確認される。あるいは、画像処理部１２３で撮影画像に日時が
付与されて出力され、出力された撮影画像が係員に参照されることにより、処理済土が除
荷されたか否かが確認されてもよい。
【０１０４】
　上述の運搬車両Ｔによる運搬に関する情報は、各路側装置２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２
ｅからイベントデータとしてセンターサーバ１へ送信され、データベースＤＢのテーブル
に、図１２に示すように格納される。これらのデータに基づいて、センターサーバ１のマ
ニフェスト情報生成部１２２により、運搬車両Ｔによる廃棄物の運搬に関連して、廃棄物
の搬出及び搬入を行った日時と、廃棄物が排出された場所に関する排出場所情報と、廃棄
物の内容に関する廃棄物情報と、廃棄物の重量に関する重量情報と、廃棄物を処理する場
所に関する処理場情報と、廃棄物の排出業者に関する排出業者情報と、廃棄物の処理業者
に関する処理業者情報と、廃棄物の運搬業者に関する運搬業者情報とが、運搬車両Ｔの利
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用車番号に関連付けられてなるマニフェスト情報が生成される。なお、マニフェスト情報
は、運搬車両Ｔの運転者に関する運転者情報を含んでもよい。マニフェスト情報生成部１
２２で生成されたマニフェスト情報はマニフェストサーバＳｍへ送信され、マニフェスト
サーバＳｍの管理者によって、廃棄物の運搬及び処理を示す情報として登録されて保存さ
れる。
【０１０５】
　上記センターサーバ１のデータベースＤＢに格納されたデータは、廃棄物排出現場Ｂの
トンネル工事現場の管理者によって管理されるトンネル工事の掘削工程の進捗情報と照合
され、検証が行われる。すなわち、センターサーバ１の進捗情報取得部としての出来高情
報照合部１２１が、トンネル工事現場の管理者によって出来高が入力される出来高サーバ
Ｓｖから、トンネル工事の掘削工程の進捗情報を受信する。出来高サーバＳｖから受信す
る進捗情報は、照合の対象期間において、掘削が進行した距離と、掘削を行った地盤の種
類と、掘削の断面積が含まれ、この進捗情報から、掘削土の種類と重量を算出する。また
、出来高情報照合部１２１は、データベースＤＢに格納された情報のうち、廃棄物排出現
場Ｂから搬出された掘削土に関する積載物情報と重量情報を集計する。このデータベース
ＤＢに基づく掘削土の積載物情報及び重量情報と、進捗情報から算出された掘削土の種類
及び重量を照合し、互いの差が所定の許容範囲内であるか否かを確認する。互いの差が所
定の許容範囲内である場合、廃棄物運搬管理システムによって生成したマニフェスト情報
の正確さを検証できる。また、互いの差が所定の許容範囲を越えた場合、マニフェスト情
報に誤りが存在する可能性を検出できる。
【０１０６】
　このように、本実施形態の廃棄物運搬管理システムによれば、廃棄物排出現場Ｂや再資
源化処理場Ｃへ入場する運搬車両Ｔを、車載器を利用して認証するので、登録されていな
い運搬車両のなりすましや不正入場を防止することができる。また、運搬車両Ｔの登録情
報や、積載する掘削土に関する情報を、センターサーバ１に格納するので、運搬する掘削
土の内容や重量の改ざんを防止でき、その結果、掘削土の不正な処理や不法投棄を防止で
きる。また、センターサーバ１で一元的に収集された情報に基づいて、改ざんが困難な信
頼性の高いマニフェスト情報を生成することができる。さらに、運搬車両Ｔの走行経路を
リアルタイムで監視できるので不正経路の通行を防止でき、また、経路の交通状況に応じ
て運搬車両Ｔの経路を変更できるので、運搬時間の遅滞を防止できる。
【０１０７】
　ところで、本実施形態の廃棄物運搬管理システムは、廃棄物排出現場Ｂ、再資源化処理
場Ｃ、中間処理場Ｄ及び最終処分場Ｅの各々に存在する運搬車両Ｔを特定し、運搬車両Ｔ
の所在の管理を行うことができる。例えば廃棄物排出現場Ｂで操作されるハンディ端末９
ｂに、係員から入力部２１７を通じて在車情報の要求指令が入力されると、ハンディ端末
９ｂからセンターサーバ１へ在車情報を要求する旨の在車要求情報が送信される。センタ
ーサーバ１が在車要求情報を受信すると在車情報生成部１２０が起動され、在車情報生成
部１２０は、データベースＤＢに格納された日時情報に基づいて、廃棄物排出現場Ｂに存
在する運搬車両Ｔの車両情報を収集する。在車情報生成部１２０が収集した運搬車両Ｔの
車両情報が、センターサーバ１からハンディ端末９ｂへ送信され、ハンディ端末９ｂは表
示部２１６に運搬車両Ｔの車両情報を表示する。このようにして、廃棄物排出現場Ｂの係
員は、ハンディ端末９ｂを通して、廃棄物排出現場Ｂに存在する運搬車両Ｔの車両情報を
知ることができる。また、廃棄物排出現場Ｂで操作されるハンディ端末９ｂを通して、他
の場所に存在する運搬車両Ｔの車両情報を収集することも可能である。
【０１０８】
　また、本実施形態の廃棄物運搬管理システムは、ネットワークカメラ１０ｃ，１０ｄ，
１０ｅが撮影した画像を、センターサーバ１の画像処理部１２３によって解析し、荷台に
積載物が存在するか否かを検出する。したがって、再資源化処理場Ｃ、中間処理場Ｄ及び
最終処分場Ｅから廃棄物が搬出されたことを確認できる。なお、搬送車両Ｔがダンプトラ
ックである場合、上記ネットワークカメラ１０ｃ，・・・によって積荷部分としての荷台
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が撮影されるが、運搬車両Ｔがタンク車である場合、タンク車の積荷部分としてのタンク
部分が撮影される。この場合、タンク部分が撮影された画像により、運搬される廃棄物の
水分量が高いことを把握できる。また、上記ネットワークカメラ１０ｃ，・・・は、再資
源化処理場Ｃ、中間処理場Ｄ及び最終処分場Ｅの車両出口に配置したが、車両入口に配置
してもよい。また、車両の積荷部分を撮影するカメラは、廃棄物排出現場Ｂの車両出口又
は車両入口に配置してもよい。
【０１０９】
　上記再資源化処理場Ｃや中間処理場Ｄの車両入口にカメラを設置し、運搬車両Ｔの積荷
部分を撮影する場合、センターサーバ１の進路指示部１１５により、運搬車両Ｔの再資源
化処理場Ｃや中間処理場Ｄへの入場を制御することができる。すなわち、運搬車両Ｔが再
資源化処理場Ｃや中間処理場Ｄに到着し、路側装置２ｃ，２ｄが上記運搬車両Ｔの車載器
７と無線通信を行って機器番号を取得して利用車番号を生成し、この利用車番号に基づい
てセンターサーバ１のデータベースＤＢから積荷情報を抽出する。抽出された積荷情報は
、運搬車両Ｔによる運搬の開始時に排出場所や処理場で撮影された画像に基づいて解析さ
れた積荷の有無を表す情報であり、例えば、再資源化処理場Ｃへ到着する前に廃棄物排出
現場Ｂの出口で撮影された画像に基づく積荷情報や、中間処理場Ｄへ到着する前に再資源
化処理場Ｃの出口で撮影された画像に基づく積荷情報である。この積荷情報が、運搬車両
Ｔによる運搬の後に再資源化処理場Ｃや中間処理場Ｄでカメラ１０ｃ，１０ｄで撮影され
た画像に基づく積荷情報と異なる場合、進行制御部としての進路指示部１１５は、誘導表
示装置１１を制御して、係員窓口に運搬車両Ｔを誘導する。これにより、運搬の前後で積
荷情報が異なる運搬車両Ｔの対応を係員に行わせることができる。ここで、運搬の前後で
積荷情報が異なる原因は、次のようなものがある。例えば、運搬車両Ｔが運搬する掘削土
等の廃棄物が運搬の途中で不法投棄されることにより、あるいは、空荷の運搬車両Ｔに無
登録の排出場所で廃棄物が積載されることにより、積荷情報が異なることとなる。また、
運搬車両Ｔの車載器７の載せ替えによって車両が異なる場合にも、積荷情報が異なること
となる。このように、運搬車両Ｔの運搬の前後における積荷情報に基づいて、廃棄物の不
法投棄や無断積載や車載器７の積み替えを係員に検査させることにより、不正な処理を防
止することができる。
【０１１０】
　上記センターサーバ１に設けられた進行制御部による運搬車両Ｔの係員への誘導は、進
路指示部１１５が誘導表示装置１１を制御して行うほか、運搬車両Ｔの車載器７に音声で
窓口への移動を促す音声指示装置を接続し、この音声指示装置を通じて行ってもよい。す
なわち、進行制御部が、誘導に関する誘導情報を、路側装置２ｂを通じて車載器７に送信
し、音声指示装置が誘導情報の内容を読み上げる音声を出力して、運転者に運搬車両Ｔを
係員窓口へ誘導させてもよい。また、運搬車両Ｔに、無線通信機能を有して音声で係員窓
口への移動を促す音声指示装置を設置し、センターサーバに設けられた進行制御部が無線
通信機能を用いて音声指示装置へ誘導情報を直接送信してもよい。また、通信装置６が、
上記音声指示装置の機能を有してもよい。
【０１１１】
　さらに、進行制御部としての進路指示部１１５は、センターサーバ１のデータベースＤ
Ｂから抽出した積荷情報に基づいて、積載物情報で表される掘削土を再資源化処理場Ｃ内
のいずれの処理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３で処理を行うべきであるかを判断し、該当する処
理ピットＣ１，Ｃ２，Ｃ３を示すピット指示情報を路側装置２ｃに送信して、再資源化処
理場Ｃ内の運搬車両Ｔの進行を制御してもよい。
【０１１２】
　さらに、再資源化処理場Ｃや中間処理場Ｄへ到着した運搬車両Ｔに関し、運搬の前後で
積荷情報が異なる場合、入退場制御部１１４が、運搬車両Ｔの再資源化処理場Ｃや中間処
理場Ｄへの入場を拒否する旨の拒否情報を路側装置２ｃに送信し、拒否情報を受信した路
側装置２ｃ，２ｄが、ゲート制御部２１４に入口ゲート装置４１ｃを閉じた状態を維持さ
せて運搬車両Ｔの入場を拒否してもよい。
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【０１１３】
　さらに、上記実施形態において、運搬車両Ｔが再資源化処理場Ｃ、中間処理場Ｄ及び最
終処分場Ｅから退出する際にカメラ１０ｃ，１０ｄ，１０ｅで撮影された画像から形成さ
れた積荷情報は、この運搬車両Ｔの到着地の係員が保持するハンディ端末９ｂ，９ｃに送
信するのが好ましい。運搬車両Ｔの到着地の係員が保持するハンディ端末９ｂ，９ｃに、
運搬車両Ｔが出発する場所で生成された積荷情報を送信することにより、この運搬車両Ｔ
の出発地における廃棄物としての掘削土の積載状況を、上記到着地の係員が把握でき、到
着した運搬車両Ｔの廃棄物の現在の状態と比較することができる。なお、上記ハンディ端
末は、廃棄物排出現場Ｂ及び再資源化処理場Ｃ以外に、中間処理場Ｄ及び最終処分場Ｅの
係員に保持させてもよい。
【０１１４】
　本実施形態の廃棄物運搬管理システムでは、運搬車両Ｔの通信装置６から受信した測位
情報に基づいて運搬車両Ｔが予め定められた運搬経路を通行しているかを確認し、定めら
れた運搬経路を通行していない場合は警告部１１７で警告を行ったが、運搬車両Ｔの通行
経路の履歴を、運搬車両Ｔが到着した廃棄物の処理場への進入の可否の判断に用いてもよ
い。すなわち、廃棄物排出現場Ｂで廃棄物としての掘削土を積載した運搬車両Ｔが、再資
源化処理場Ｃに到着すると、再資源化処理場Ｃの路側装置２ｃが車載器７との無線通信に
より利用車番号を生成し、この利用車番号をセンターサーバ１に送信する。センターサー
バ１は、利用車番号を受信すると、データベースＤＢに格納されている経路履歴情報を利
用車番号に基づいて抽出する。この経路履歴情報で表される経路が、上記廃棄物排出現場
Ｂから再資源化処理場Ｃに至る経路として予め定められた運搬経路と一致する場合に、入
退場制御部１１４が、運搬車両Ｔの再資源化処理場Ｃへの入場を許可する許可情報を路側
装置２ｃに送信する。一方、上記経路履歴情報で表される経路が予め定められた運搬経路
と一致しない場合は、入退場制御部１１４が、運搬車両Ｔの再資源化処理場Ｃへの入場を
拒否する旨の拒否情報を路側装置２ｃに送信する。拒否情報を受信した路側装置２ｃは、
ゲート制御部２１４が入口ゲート装置４１ｃを閉じた状態を維持し、また、必要に応じて
、運搬車両Ｔに情報を伝達する表示装置等に、進入を拒否する旨を表示する。これにより
、廃棄物排出現場Ｂや再資源化処理場Ｃの周辺、及び、廃棄物排出現場Ｂから再資源化処
理場Ｃに至る経路における騒音公害や粉塵公害を防止するために予め定められた運搬経路
を通行しないで、再資源化処理場Ｃに到着した運搬車両Ｔを、公害防止義務違反として、
入場を拒否することができる。なお、運搬車両Ｔの経路履歴情報に基づく入場の可否の判
断は、再資源化処理場Ｃ以外に、中間処理場Ｄ及び最終処分場Ｅで行ってもよく、また、
再資源化処理場Ｃ等を経由して廃棄物排出現場Ｂに再び入場するときに行ってもよい。
【符号の説明】
【０１１５】
　１　センターサーバ
　２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ　路側装置
　３ｂ，３１ｃ，３２ｃ，３１ｄ，３２ｄ，３１ｅ，３２ｅ　ＤＳＲＣアンテナ
　４ｂ，４１ｃ，４２ｃ，４１ｄ，４２ｄ，４１ｅ，４２ｅ　ゲート装置
　５ｂ，５１ｃ，５２ｃ，５１ｄ，５２ｄ，５１ｅ，５２ｅ　トラックスケール
　６　運搬車両Ｔの通信装置
　７　車載器
　１１２　認証部
　１１４　入退場制御部
　１１５　進路指示部
　１１１，２１１　ネットワーク通信部
　２１２　ＤＳＲＣ通信部
　２１３　識別情報変換部
　２１４　ゲート制御部
　Ｔ　運搬車両
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